
地域再生計画書本体新旧対照表 

旧 新 

１．地域再生計画の名称 
   新しい交通ネットワーク整備を中心とした吉

田町活性化計画 
 
２．地域再生計画の作成主体の名称 

   静岡県、静岡県榛原郡吉田町 

 
３．地域再生計画の区域 

   静岡県榛原郡吉田町の全域 

 
４．地域再生計画の目標     
   吉田町は、静岡県のほぼ中央、大井川河口右岸
に位置し、東西６．５km、南北６．９km、面積２
０．８４k㎡、平成１７年３月末現在で人口２９，
２０６人、９，１３６世帯の町である。 

（略） 
 
５．目標を達成するために行なう事業 

（５－１）全体の概要 

北部地域において実施される広域営農団地農道

整備事業と東部地域で実施される町道・大幡川幹

線を一体的に整備する。 
（略） 

  なお、町道の認定年月日は平成７年３月２９日､

広域農道の事業計画確定年月日は平成１６年３月

２６日である。 

 

（５－２）法第四章の特別の措置を適用して行な

う事業 

   ①道整備交付金を活用する事業 
                       

                        

                       

                       

                        

                       

                       

                       

                       

１．地域再生計画の名称 
   新しい交通ネットワーク整備を中心とした吉

田町活性化計画 

 
２．地域再生計画の作成主体の名称 

   静岡県、静岡県榛原郡吉田町 
 
３．地域再生計画の区域 

   静岡県榛原郡吉田町の全域 
 
４．地域再生計画の目標     
  吉田町は、静岡県のほぼ中央、大井川河口右岸に

位置し、東西６．５km、南北６．９km、面積２０．
８４k ㎡、平成１７年３月末現在で人口２９，２０
６人、９，１３６世帯の町である。 

（略） 
 

５．目標を達成するために行なう事業 

（５－１）全体の概要  
北部地域において実施される広域営農団地農道

整備事業と東部地域で実施される町道・大幡川幹線

を一体的に整備する 

（略） 
                       

                       

         

 

（５－２）法第四章の特別の措置を適用して行なう

事業 

   ①道整備交付金を活用する事業 
     対象となる事業は、以下のとおり事業開始

に係る手続き等を了している。なお、整備箇所等に

ついては、別添の整備箇所を示した図面による。 

 ・町道；道路法に規定する町道に平成７年３月２

９日に認定済み。 

 ・広域農道；事業採択を平成１６年３月３０日に

国より通知を受けるとともに、事業計画に

ついては土地改良法に基づく手続きを行

い、平成１６年３月２６日に確定している。



 ・事業主体 榛原郡吉田町、静岡県 

 ・施設の種類 町道、広域農道 
 ・事業区域 榛原郡吉田町 
・事業期間 平成 17年度～平成 20年度 

 ・事業費  町道 212,000千円 
       （うち交付金 106,000千円） 
       広域農道 722,400千円 
       （うち交付金 361,200千円） 
 ・整備量  町道   0.440km 
              広域農道 0.823km 
 
 
 
 
 
 

（５－３）その他の事業 

   該当なし。 

 

６．計画期間 

平成１７年度～平成２０年度 

 
７．目標の達成状況に係る評価に関する事項 

  ４に示す地域再生計画の目標については、計画

期間終了後に事業主体が必要な調査を行い状況を

把握するとともに、関係行政機関と関係者等から

なる「協議会」を開催し、達成状況の評価、改善

すべき事項の検討等を行うこととする。 

 
８．地域再生計画の実施に関し当該地方公共団体が

必要と認める事項 

   特になし。 

［施設の種類（事業区域）、事業主体］ 

・町道（榛原郡吉田町）   榛原郡吉田町 

・広域農道（榛原郡吉田町） 静岡県 

［事業期間］ 

  ・町道（平成 17～20 年度）、広域農道（平成 17

～20 年度） 

 ［整備量及び事業費］ 

  ・町道 0.44km、広域農道 1.054km 

・総事業費 1,141,250 千円 

       （うち交付金 570,625 千円） 

   （内訳）町道 212,000 千円 

       （うち交付金 106,000 千円） 

       広域農道 929,250 千円 

       （うち交付金 464,625 千円） 

 

（５－３）その他の事業 

   該当なし。 

 

６．計画期間 

平成１７年度～平成２０年度 

 

７．目標の達成状況に係る評価に関する事項 

  ４に示す地域再生計画の目標については、計画

期間終了後に事業主体が必要な調査を行い状況を

把握するとともに、関係行政機関と関係者等から

なる「協議会」を開催し、達成状況の評価、改善

すべき事項の検討等を行うこととする。 

 

８．地域再生計画の実施に関し当該地方公共団体が

必要と認める事項 

   特になし。 

 
 


